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第 1章 実施方針 
 

 

 

1.1 維持管理の目的 

 馬頭最終処分場整備運営事業事業契約書に基づき、施設供用業務を遂行することを目的

とする。 

 業務遂行にあたっては、要求水準書、事業提案書、環境保全協定の内容を順守する。 

 

1.2 適用範囲 

本運営・維持管理マニュアルに示す内容は、エコグリーンとちぎ埋立地、浸出水処理施設、

管理棟、計量棟、防災調整池、不法投棄物撤去業務、その他施設内設備の運営・維持管理業

務に適用する。 

 

1.3 「エコグリーンとちぎの」施設概要 

 

1.4 管理業務範囲 

 

第 2章 運営・維持管理体制 
 

 

 

2.1 体制 

県営処分場「エコグリーンとちぎ」の運営・維持管理に係る体制を以下に示す。 

 

 運営維持管理の目的、施設の概要、業務の範囲などについて記載しています。 

 エコグリーンとちぎの組織体制図や、各責任者の職務について規定しています。 
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2.2 役割、責任及び権限 

（1）代表取締役 

・ 運営・維持管理方針の策定 

・ 処分場責任者の任命 

・ 運営・維持管理計画等の承認 

・ 処分場責任者又は各部署責任者から技術管理者の選任 など 

（2）処分場責任者 

・ 運営・維持管理方針の全従業員への周知 

・ 各規定の承認 

・ 緊急事態における外部への情報発信 

・ 運営に係る県との連絡調整等 など 

（3）各部署責任者（管理業務責任者） 

・ 委託業者への要求事項伝達、順守状況の確認 

・ 自部署の作業手順書及び各記録の作成及び管理 

・ 関係法規制等の情報収集、調査及び見直し 

・ 自部署の緊急事態対応と記録 など 

（4）廃棄物処理施設技術管理者 

・ 施設の運転や維持管理についての監視・監督 

  ・ 施設の「技術上の基準」に適合するように維持管理に従事する職員を監督 

  ・ 運営・維持管理マニュアルの立案及び改訂 

  ・ 施設の定期保守点検や必要な措置の実施 など 

 

第 3章 受入管理 
 

 

 

3.1 業務実施体制 

 

3.2 契約業務 

   営業部は適正な廃棄物を安定して埋立処分するため、産業廃棄物処理業者及び産業

廃棄物排出事業者等に必要な営業活動を行う。また、早期安定化に向けた受入廃棄物の

調整を行うため下記の廃棄物管理審査を実施し契約する。 

（1）契約時審査 

営業担当者は排出元及び排出工程の現地調査を行うとともに、廃棄物のサンプルを

入手する。契約時の審査には次表の項目について確認を行う。 

 

 排出事業者との契約から、廃棄物の搬入、受入までの各業務について規定していま

す。 
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排出事業者 ・県内から発生する産業廃棄物を基本とすること 

廃棄物の種類 ・設置許可申請書に準ずること 

廃棄物の性状及び成分 ・「受入廃棄物の種類と受入基準」、「金属等を含む産業廃棄

物に係る判定基準」に適合していること 

廃棄物の荷姿及び積込

方法 

・運搬車両から飛散しない荷姿及び積込方法であること 

その他 ・契約する内容と相違がないこと 

 

（2）契約手続き 

契約時審査に適合した廃棄物について契約を進める際は、必ず処理委託契約を締結

する。また、契約書には処分業許可証の写しを添付する。 

処分場責任者は、処理委託契約を締結したことを県へ報告する。 

（3）処理手数料 

   処分場責任者は、処理手数料について事前に県の確認を受けることとし、変更を行う

場合についても事前の確認を得ることとする。 

（4）契約情報の保存 

（5）排出事業者による現地確認 

 

3.3 搬入管理 

営業担当者は、排出事業者若しくは収集運搬業者に対して安全管理講習会を開催し、

廃棄物の説明以外にも搬入ルートや搬入時の注意事項などを事前に説明し、周辺住民

及び周辺施設に対し配慮に努める。 

（1）搬入車両計画 

   エコグリーンとちぎに搬入される廃棄物の運搬については、車両が一定時間に集中

しないように搬入時間を調整するとともに、通学路等周辺の生活環境に十分配慮する。 

（2）運行管理計画 

   環境保全協定で定められた経路での運行を順守するため、下記の「（4）：安全管理講

習会」で通行経路について周知する。また、運搬車両が定められた廃棄物運搬車両の通

行経路で運行していることを、定期的に確認する。 

（3）事故対応 

   施設内で事故が生じた場合は、下記の手順で廃棄物の拡散防止等の対応をとる。 

① 事故発見者は状況を確認し、処分場責任者へ報告する 

② 処分場責任者は施設保全部に必要な処置について指示するとともに、営業部に排出

事業者又は収集運搬業者への報告を指示する 

③ 施設保全部は施設及び環境への影響を確認し、処分場責任者に確認結果を報告する 

④ 確認結果を受けて、処分場責任者は県営処分場整備室をとおして県北環境森林事務
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所に事故についての対応報告をするとともに、対応結果報告書を提出する 

（4）安全管理講習会の開催 

   営業担当者は排出事業者若しくは収集運搬業者を対象とし、安全面及び地域住民へ

の配慮事項を周知させる。安全管理講習会は搬入前に開催する。 

（5）廃棄物運搬車両に関する意見への対応 

周辺住民等から廃棄物運搬車両に関する意見が寄せられた場合は、管理業務責任者

は意見の内容を確認し、処分場責任者に報告する。 

営業部は意見の対象である収集運搬業者に連絡し再発防止策を講ずるように求める。

再発防止策が確認できない場合若しくは再度、同様の意見が寄せられた場合は、再度安

全管理講習会を行う。 

処分場責任者は都度、県に意見の内容を報告するとともに、必要な措置を講ずること

を担当部署に指示する。 

意見の内容及び講じた措置について管理業務責任者が是正処置報告書に記載し、保

管する。 

 

3.4 受入管理業務 

（1）搬入事前受付 

廃棄物の搬入は、前日までの事前予約制とする。受入管理担当者は予約内容と契約

内容に相違がないか確認しする。また、周辺住民及び周辺施設に配慮し、搬入車両が集

中しないように努める。 

（2）受付・搬入管理 

受入管理担当者は搬入される廃棄物について、下記の項目について確認作業を行い

契約廃棄物であることを確認する。確認作業において、適合しない廃棄物については受

入を行わない。 

① 産業廃棄物管理票の確認 

予約登録情報の内容と産業廃棄物管理票の内容を照合し、契約廃棄物であること

を確認する。 

② 目視検査 

台貫上部に設置するカメラ画像を確認し、異物等の契約外廃棄物の混入がないこ

とを確認する。契約外廃棄物の混入が確認された際は、画像データを保管する。 

③ 放射能濃度の確認 

台貫に設置している放射線測定装置により測定した線量から換算を行った放射能

濃度が環境保全協定で定める管理基準値に適合していることを確認する。測定値に

ついては保管する。 
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管理基準値 4,000 Bq/kg 以下 

 

（3）搬入廃棄物に問題が確認された場合の対応 

上記（2）に適合しない廃棄物であることが確認された場合は、廃棄物の受入を拒否

するとともに関係部署に報告する。営業部は排出事業者及び収集運搬業者にその旨を

連絡し、廃棄物の返還対応を行う。排出事業者が是正措置を講じ、改善が確認されるま

では受入を行わない。 

（4）受入時間 

① 搬入日 

・北沢不法投棄物の撤去が完了する日までは、日曜日、祝日、1月 2日、3日及び 12

月 29日から 31日までを除いた日。 

・北沢不法投棄物の撤去が完了した日の翌日以降は、土曜日、日曜日、祝日、1月 2

日、3日及び 12月 29日から 31日までを除いた日。 

② 搬入時間 

・8時 30分から 11時 30分及び 13時から 16時 30分とする。 

（5）計量設備故障時の対応 

 

第 4 章 埋立管理 
 

 

 

4.1 業務実施体制 

 

4.2 検査 

（1）展開検査 

計量棟での確認作業を経た廃棄物運搬車両については、埋立地内の展開検査ヤード

にて目視による展開検査を実施し、異物や契約外廃棄物の混入がないことを確認する。  

また、異物や契約外廃棄物の混入又は放射能濃度の管理基準値超過が確認された場

合は、廃棄物の受入を拒否するとともに営業部に報告する。営業部は排出事業者、収集

運搬業者及び処分場責任者にその旨を連絡し、廃棄物の返還対応を行う。排出事業者が

是正措置を講じ、改善が確認されるまでは受入を行わない。 

（2）抜取検査 

   営業部は下表の調査頻度及び採点表を用いて、定期的に該当廃棄物のサンプルを展

開検査時に採取し、溶出試験を実施する。溶出試験結果は契約時審査の溶出試験結果と

比較し、性状に変化がないこと及び再度受入基準に適合していることを確認する。 

4.3 埋立計画 

 廃棄物の埋立時の各種検査、覆土、散水の実施方法、併せて遮水システムの異常時

の対応などについて規定しています。 

（フローについては末尾に添付します。） 
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（1）日常業務 

   ミーティング、始業前の被覆施設内のガス濃度検査や重機点検、飛散及び防臭対策を

実施し、廃棄物の適正処理と埋立管理担当者の安全を確保する。 

（2）埋立区域 

（3）埋立工法 

埋立作業については、所要埋立量の確保や埋立地の安定化促進、作業性や跡地利用を

考慮し、下記の準好気性埋立を採用する。 

（4）車両の洗浄 

周辺環境の汚染防止を目的に、廃棄物や覆土の搬入車両が埋立地外に退出する際には、

自動式洗車機によりタイヤの洗浄を行うことを運転手に義務付ける。また、車体が著し

手動式高圧洗車機を用い洗浄を行う。 

（5）運搬車両の安全確保 

（6）作業重機の安全確保 

（7）害虫対策 

（8）悪臭対策 

（9）埋立残余容量の確認 

管理業務責任者は埋立残余容量の確認を 6か月に 1回の頻度で測量を実施する。 

（10）埋立作業記録 

    埋立管理担当者は日々の埋立作業に関する項目について、管理用タブレットや所

定の記録表に記録し保管する。記録は施設の管理だけではなく、漏水・ガスの発生、

沈下などの非常時の基礎資料とする。また、浸出水水質の将来の推計に利用する。 

 

4.4 覆土計画 

（1）覆土作業 

   埋立管理担当者は廃棄物の飛散・流出防止、悪臭発散の防止、衛生害虫の発生防止、

環境保全上の対策として下記項目について目的に沿った覆土作業を行う。 

 

4.5 散水計画 

（1）散水要領 

（2）散水計画 

    埋立中並びに埋立終了後の廃棄物の安定化の促進を図るため、計画的に散水を実

施し廃棄物の汚濁成分の洗い出しを行う。散水は埋立区域の 1 ブロックに対して集

中的に散水を行う。 

（3）散水管理 

    埋立処分場、浸出水処理施設の水槽、集排水設備等の主要設備、地下水質及び処理

水質等の異常が発生した場合等、浸出水処理施設の運転の停止が必要だと判断され
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る時は、散水を調整、若しくは停止し、浸出水の発生量をコントロールして対応する。 

 

4.6 遮水工管理計画 

（1）点検管理 

① 日常管理 

露出部については、保護マットの状態を目視確認する。埋立管理担当者は保護マッ

トの破損が確認された場合、異常箇所及び異常状況を写真に収めるとともに、遮水工

点検記録に記録を残す。 

② 漏水検知システム及び漏水検知管 

  電極式漏水検知システムを用いて遮水工の状態を確認する。確認は 1回/日の頻度

で埋立作業終了後に測定を開始し、翌日の埋立作業前に結果を確認する。検知結果に

異常が見られた際は、漏水検知管の状況を目視確認する。 

（2）異常時の対応 

点検時に異常が確認された場合は、施設保全担当者は速やかに点検結果を部署責任

者に報告するとともに、周辺環境への影響の有無を確認しながら、異常の原因の把握に

努め、適切な対応策を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 作業環境管理計画 

（1）安全対策 

被覆施設内における埋立管理担当者の作業環境を確保するために、下記の項目につ

いて対策を施す。 

① 換気 
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② 埋立ガス対策 

③ 粉じん対策 

④ 放射線対策 

⑤ 熱中症対策 

⑥ 緊急時の対策 

 

4.8 埋立終了後の変更・追加作業 

 

第 5 章 浸出水処理施設運転管理 
 

 

 

5.1 業務実施体制 

 

5.2 運転管理計画 

施設保全部は浸出水処理施設の安定稼働を維持するために定期的に運転管理状況を

確認し、浸出水原水等の変化、機器類の消耗等に対応する。また、管理業務責任者は浸

出水処理施設の運転に係る年間及び月間の運転計画を作成し、実施する。 

 

5.3 運転管理記録 

   施設保全担当者は浸出水処理施設の運転管理に必要な項目を日々確認するとともに

状態について記録する。処理水質又は機器の異常が確認された場合に、過去の運転管理

の状態から不具合個所を特定し、必要な対応を取る。 

 

5.4 異常時（警報）の対応 

  浸出水処理施設に異常が生じた場合は、管理業務責任者は直ちに必要な対応を取り、周

辺環境に影響を与えないようにする。 

 

第 6 章 維持管理 
 

 

 

6.1 業務実施体制 

 

6.2 調達計画 

   施設の維持管理に必要な備品・什器・物品・用役について、適切な調達計画を作成し、

 浸出水処理施設の運転管理に係る各業務や異常時の対応について規定しています。 

 施設の維持管理に必要な備品等の調達や点検の計画について記載してます。 
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業務に滞りが起きないよう、また、周辺環境に影響を与えないように努める。 

 

6.3 点検・検査計画 

管理業務責任者は被覆施設及び浸出水処理施設に係る運転操作に関して、運用管理

上の目安として管理値を設定した運転管理マニュアルを別途作成する。 

 

6.4 点検検査計画 

 

6.4.1 保守・点検 

保守・点検は施設の機能を維持するために重要であるため、必要となる点検を明確に

する。併せて、設備機器の故障を可能な範囲で防ぎ、安定的に処理施設を運転するため

に、保守・点検サイクル（PDCAサイクル）を実施する。 

 

6.4.2 主要設備の点検業務 

 

6.5 補修及び機器更新計画 

第 7 章 環境管理 
 

 

 

7.1 環境保全基準 

当事業所での活動に伴う周辺環境への影響を確認するため、エコグリーンとちぎに係

る「生活環境影響評価書」及び「環境保全協定」に基づき調査を実施する。 

 

7.2 環境管理計画 

本施設の運営により周辺環境に影響を及ぼすことがないように、管理業務責任者は地

下水、騒音、振動、悪臭を定期的に測定し、結果を確認する。測定結果については処分

場責任者が速やかに県に報告するとともに公開する。 

 

第 8 章 情報管理 
 

 

 

8.1 報告書提出要領 

各部署責任者（各管理業務責任者）は本施設の運営・維持管理に必要な計画書・報告

書等を作成する。 

 環境保全協定等に基づく環境調査の実施及び公表について規定しています。 

 運営・維持管理に必要な各種報告書、計画書の作成及びその管理について規定して

います。 
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8.2 情報の管理 

各部署責任者（各管理業務責任者）は安定的かつ適正に運営するために必要な法令情

報や維持管理に係る情報を適切に管理する。また、必要な維持管理情報を公開する。 

 

第 9 章 安全衛生管理 
 

 

 

9.1 安全衛生管理基準 

基本的な管理基準を明確にし、従業員のケガや病気を未然に防止するとともに、快適 

な職場環境の形成を促進する。 

 

9.2 安全衛生管理計画 

   安全衛生推進者はエコグリーンとちぎにおける労働災害防止対策を進めるために安

全衛生管理計画を立案し、労働災害防止に計画的に取り組む。 

第 10 章 啓発業務 
 

 

 

10.1 啓発業務体制 

 

10.2 啓発業務計画 

見学者対応業務担当者はエコグリーンとちぎが「環境学習施設」としての機能を担う

ために、見学者対応に必要な展示物等の整備、維持を行うとともに、見学者へのエコグ

リーンとちぎの運営状況及び環境保全への取り組み状況等の説明に対応する。 

 

10.3 見学者対応 

県が見学者の受入れを行うにあたり、事業者は施設の稼働状況及び環境保全状況等

の説明の補助を行う。 

   なお、事業者が主催する見学（排出事業者向け等）に関しては、見学者受入手順の

とおり対応する。 

 

10.4 社内教育計画 

 

第 11 章 その他関連業務 

 従業員の労働安全衛生管理について規定しています。 

 エコグリーンとちぎにおいて行う、各種見学の実施体制、実施内容や、社内研修計

画等について規定しています。 
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11.1 清掃計画 

  各部署責任者（管理業務責任者）は管理棟、被覆施設及び浸出水処理施設の見学回廊、

計量棟についての注意事項を定め、日常清掃、及び定期清掃を実施する。 

  また、事業用地周辺の清掃活動を定期的に実施する。 

 

11.2 防火管理計画 

 

11.3 保安計画 

 

11.4 近隣住民対応 

 

11.5 植栽管理計画 

 

11.6 会議体の開催計画 

 

第 12章 緊急時対応 
 

 

 

12.1 危機管理 

 

12.2 緊急時の対応 

 その他、施設の維持管理に関する事項を規定しています。 

 自然災害や事故等が発生した場合の対応や報告報告の手順について規定していま

す。 
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第 13 章 急病人発生時対応マニュアル 
 

 

 

 

第 14 章 個人情報保護マニュアル 
 

 

 

 

第 15 章 運転者教育マニュアル 
 

 

 

 

 

 

 

 

施設内の作業員や見学者に急病人やけが人が発生した際の対応手順について規定し

ています。 

 

クリーンテックとちぎが取り扱う個人情報の取り扱いについて規定しています。 

エコグリーンとちぎへの搬入車両が、環境保全協定で定められた運搬時間、運搬ル

ート及び交通規則の遵守を目的とした搬入業者等への安全管理講習会の実施につい

て規定しています。 

エコグリーンとちぎでは、安全管理講習会の受講後でなければ廃棄物の受入は行い

ません。 
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第 16 章 不法投棄物（汚水）搬入マニュアル 

 

 

 

 

 

 

第 17 章 不法投棄物搬入マニュアル 

 

 

 

 

エコグリーンとちぎへの不法投棄物（汚水）の受入について規定しています。 

通常の廃棄物の受入と同様に環境保全協定等の遵守事項について規定しています。 

エコグリーンとちぎへの不法投棄物の受入について規定しています。 

通常の廃棄物の受入と同様に環境保全協定等の遵守事項について規定しています。 
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